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保護者の皆さま

川崎市こども未来局保育事業部保育第１課長
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運営管理課長

子育て推進部保育対策課長

幼児教育担当課長

保育所等における登園自粛要請について

 現在、緊急事態宣言下における保育所等の運営につきましては、神奈川県の「特措法に基づく

緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」及びこれに基づく本市の「緊急事態宣言下における本市

行政運営方針」を踏まえ、感染防止を徹底したうえで、原則開所をお願いしているところです。

 しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、園児や施設職員に陽性

者が確認され臨時休園となる保育所等が増加していることから、感染拡大防止を図るため、保育

所等の利用にあたっては、以下のように対応いたしますので、御理解と御協力をお願いいたしま

す。

※保育所等：保育所（一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む）

認定こども園（保育所部分及び一時保育事業）、地域型保育事業

川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園

１ 保護者の皆様へのお願い 

 保育所等は感染防止を徹底した上で、原則開所いたしますが、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、御家庭での保育が可能な場合には、園児の登園を控えるよう要請します。

 園児の同居家族が濃厚接触者となった場合や新型コロナウイルス感染症が疑われる症状

がある場合にも、園児の登園を控えるよう要請します（ただし、症状が新型コロナウイル

ス感染症によるものではないと医師が判断した場合や、ＰＣＲ検査等において陰性が確認

されている場合はこの限りではありません）。

 在宅勤務の場合、通勤に要した時間帯を除き勤務時間に応じて保育所を利用するなど、利

用時間の短縮に御協力をお願いいたします。

２ 登園自粛協力金について 

登園自粛要請に伴う保育料（利用者負担額）につきましては、登園自粛要請期間中の登園しな

かった日数に応じた登園自粛協力金を実施します。

登園自粛協力金の対象は、助成対象児童の０～２歳児で、幼児教育・保育の無償化の対象では

ない児童となります。

手続き等については、後日お知らせします。



３ 登園自粛要請期間 

令和３年８月 12 日（木）～８月 31日（火）（緊急事態宣言期間終了まで） 

【問合せ先】 

（認可保育所の運営に関すること）  

川崎市こども未来局保育事業部保育第１課   

電話 044-200-2662 

（地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園の運営に関すること）   

川崎市こども未来局保育事業部保育第２課  

電話 044-200-3128 

（公立保育所の運営に関すること）  

川崎市こども未来局保育事業部運営管理課  

電話 044-200-2660 

（認定こども園（保育所部分及び一時保育事業）の運営に関すること）  

川崎市こども未来局子育て推進部幼児教育担当  

電話 044-200-3179 


